
被爆者援護事業補助金交付要綱 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、原子爆弾による被災者（以下「被爆者」という。）の福祉の向上に資す 

るための援護事業（以下「被爆者援護事業」という。）を推進するため、被爆者援護事業

を実施するものに対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例（以

下「条例」という。）及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付の対象） 

第２条 補助金は、被爆者援護事業に要する経費のうち、次の各号に掲げる事業等に要す

る経費であって、市長が適当と認めるものについて交付する。 

⑴ 被爆者に対する処遇改善事業 

⑵ 被爆者に対する各種研修事業 

⑶ その他市長が特に必要があると認める事業 

 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、前条に定める経費に相当する額の範囲内において市長が定める額

とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

 

（交付の申請） 

第４条 条例第９条の規定による申請は、被爆者援護事業補助金交付申請書（第１号様式）

によって、事業開始までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

 ⑴ 事業計画書 

 ⑵ 収支予算書 

 ⑶ その他市長が補助金の交付審査を行うに当たって必要と認めるもの 

 

（標準処理期間） 

第５条 市長は、条例第９条による申請が到達してから１４日以内に条例第１０条各項の

決定をするものとする。 

 

（事業完了の届出） 

第６条 条例第１８条の規定による実績報告は、被爆者援護事業補助金実績報告書（第２

号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

 ⑴ 収支決算書 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの 

 

 



（補則） 

第７条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必

要な事項は、保健福祉局長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

 

 



第１号様式（第４条関係）  

 

被爆者援護事業補助金交付申請書 

 

（あて先） 京 都 市 長          年   月   日 

申請者の住所（団体にあっては、主たる事務所

の所在地） 

申請者の氏名（団体にあっては、名称及び代表

者名） 

 

 

     電話       － 

 

  

京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定により補助金の交付を申請します。 

事 業 の 名 称 
 

 

 

事業の目的及び内容 

 

事業の実施予定日又は

事業の実施予定期間 

 

交 付 申 請 額 
 



第２号様式（第６条関係）  

 

被爆者援護事業補助金実績報告書 

 

（あて先） 京 都 市 長          年   月   日 

申請者の住所（団体にあっては、主たる事務所

の所在地） 

申請者の氏名（団体にあっては、名称及び代表

者名） 

 

 

     電話       － 

 

  

京都市補助金等の交付等に関する条例第１８条の規定により事業の実績を報告します。 

事 業 の 名 称 
 

交 付 決 定 日 及 び 

決 定 番 号 

 

完 了 年 月 日 
 

 

事 業 の 効 果 

 

 


